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小金井市立保育園の在り方検討委員会設置条例 
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（提案理由） 

 小金井市立保育園の役割及び在り方について、調査審議するための機関を設置する

ため、本案を提出するものであります。 



   小金井市立保育園の在り方検討委員会設置条例 

 

（設置） 

第１条 小金井市全体の保育の質の維持・向上に向けて、小金井市すこやか保育ビジ

ョンにおける小金井市が果たす役割等の具体化を図るため、小金井市内の保育施設

の状況を踏まえ、専門的かつ幅広い視点から今後の小金井市立保育園の役割及び在

り方を検討する小金井市立保育園の在り方検討委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、小金井市立保育園の役割及び在り方について、市長の諮問に応じ

て調査審議し、その結果を答申する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 ２人以内 

 ⑵ 保育に関する事業に従事する専門職者 ２人以内 

 ⑶ 小金井市立保育園を利用する児童の保護者 ２人以内 

 ⑷ 公募による市民 ３人以内 

 ⑸ 小金井市内の保育関係団体代表者 １人以内 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が第２条の諮問をしてから当該諮問に対する答申

が終了するまでの間に委員の任期が満了する場合、委員の任期は、その答申の終了

まで継続するものとする。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 



第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席する委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。 

４ 委員会の会議は、原則として公開する。 

５ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を

求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、市長が定める部課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、第２条に基づく答申を終えた日をもって、その効力を失う。 

 （特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第３中 

 「 

子ども・子育て会議 会長 日額 １１，０００円 

 委員 日額 １０，０００円 

 

」 

 を 

 「 

子ども・子育て会議 会長 日額 １１，０００円 

委員 日額 １０，０００円 



    

市立保育園の在り方検

討委員会 

委員長 日額 １１，０００円 

委員 日額 １０，０００円 

 

」 

 に改める。 


